
1 

 

桜川市条例第３７号 

 

桜川市都市計画審議会条例 

 

桜川市都市計画審議会条例（平成１７年桜川市条例第１３２号）の全部を改正する。 

 

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第７７条の２第１項の

規定に基づき、桜川市都市計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 法の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。 

（２） 桜川市土地利用基本条例（平成３０年桜川市条例第３３号。第７条において「条例」

という。）の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。 

（３） その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 

２ 審議会は、前項の規定にかかわらず、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議

することができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員５人以上１２人以内をもって

組織する。 

（１） 学識経験を有する者 ５人以内 

（２） 市議会議員 ５人以内 

（３） 市民又は関係行政機関の職員 若干人 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期

間とする。 

（特別委員及び専門委員） 

第４条 特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、審議会に特別委員若干人を置

くことができる。 

２ 専門の事項を調査させるために必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことが

できる。 

３ 特別委員及び専門委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生、行政その他の分野に

関し特に優れた識見を有し、かつ、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のう

ちから市長が任命する。 

４ 特別委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項

に関する調査が終了したときに解任される。 

５ 特別委員及び専門委員は、前項の規定にかかわらず、自らの意思によってその職を辞する

ことができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長若干人を置く。 
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２ 会長は、第３条第１項第１号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によ

ってこれを定める。 

３ 副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

４ 会長は、会務（分科会の事務に関することを除く。）を総理し、審議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議又は会長及び

副会長が全て欠けたときの会議は、市長が招集する。 

２ 会長は、審議会の議長となる。 

３ 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ開くことがで

きない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数でこれを決し、可

否同数のときは、会長の決するところによる。 

（分科会） 

第７条 審議会の権限に属する事項のうち次に掲げる事項を処理させるため、審議会に分科会

を置く。 

（１） 条例第１７条第１項（条例第２２条第２項において準用する場合を含む。第３項に

おいて同じ。）の規定による立地調整協議の調査審議に関すること。 

（２） 条例第７２条の規定による市長への助言（特定の者を名宛人とする事案に係るもの

に限る。）に関すること。 

（３） その他会長が特に必要と認める事項に関すること。 

２ 分科会は、第３条第１項第１号に掲げる者につき任命された委員及び議事に関係のある特

別委員のうちから会長が指名する委員及び特別委員をもって構成する。 

３ 条例第１７条第１項及び第７２条の規定の適用については、分科会の答申をもって審議会

の答申とみなす。 

（幹事） 

第８条 会務（分科会の事務に関することを含む。第３項において同じ。）を処理させるため、

審議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。 

（庶務） 

第９条 審議会及び分科会の庶務は、主管課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会及び分科会に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日（平成３０年６月１５日）から施行する。 
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桜川市規則第２９号 

 

桜川市都市計画審議会規則 

 

桜川市都市計画審議会運営規則（平成１９年桜川市規則第１２号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、桜川市都市計画審議会条例（平成３０年桜川市条例第３７号。以下「条

例」という。）第１０条の規定に基づき、桜川市都市計画審議会（以下「審議会」という。） 及

び条例第７条第１項の規定により置かれる分科会に関し必要な事項を定める。 

（分科会長） 

第２条 分科会に分科会長を置き、条例第７条第２項の規定により指名された委員及び特別委

員（以下「分科会員」という。）の互選によってこれを定める。 

２ 分科会長は、分科会の事務を掌理する。 

３ 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、分科会長があらかじめ指名し

た分科会員がその職務を代理する。 

（分科会の会議） 

第３条 分科会は、分科会長が招集する。ただし、分科会員の指名後最初に開かれる会議又は

分科会長及びその指名した分科会員がともに欠けたときの会議は、会長が招集する。 

２ 分科会長は、分科会の議長となる。 

３ 分科会は、分科会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 分科会の議事は、出席した分科会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、分科会長

の決するところによる。 

（報告又は措置の求め） 

第４条 会長は、分科会長に対して分科会における調査審議の結果について報告を求めること

ができる。 

２ 分科会長は、会長に対して分科会における調査審議のために必要な措置を講ずべきことを

求めることができる。 

（招集の通知） 

第５条 会長又は分科会長は、審議会又は分科会を招集しようとするときは、開会の日の７日

前までに日時、場所及び議事を委員並びに当該議事に関係のある特別委員及び専門委員又は

分科会員（以下「委員等」という。） に通知しなければならない。ただし、急施を要すると

きは、この限りでない。 

（告知の義務） 

第６条 委員等は、前条の通知を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、あらかじめその旨を会長又は分科会長に告知しなければならない。 

（１） 事故のために会議に出席することができないとき。 

（２） 議事が自己又は３親等以内の親族と個別具体的な利害関係を有するものであるとき。 

（出席の制限） 

第７条 委員等は、前条第２号の事由に該当するときは、会議に出席することができない。 
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（委員等以外の者の出席又は資料の提出） 

第８条 会長又は分科会長は、必要と認めるときは、委員等以外の者に対して会議への出席又

は資料の提出を求めることができる。 

（議事録） 

第９条 審議会又は分科会の議事については、議事録を作成し、会長又は分科会長の指名した

委員等２人がこれに署名しなければならない。 

２ 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。 

（１） 会議の日時及び場所 

（２） 出席した委員等の氏名 

（３） 欠席した委員等の氏名 

（４） 議事の内容 

（５） その他会長又は分科会長が必要と認める事項 

（補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、審議会及び分科会に関し必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日（平成３０年６月１５日）から施行する。 

 


